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株主の皆さまへ

1

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
当社第49回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり謹んでご挨拶申しあげます。

当社は「コンテンツ事業」の中長期的な成長を経営の核に据え、変化の激しいエンターテインメント業界にお
いて新たな価値の創出に取り組んでおります。長年多くのお客様に支えられてきた「Fit Boxing」や「メダロッ
ト」といった既存シリーズの魅力向上に加え、これまで継続してきた研究開発投資を背景に、次代の柱となる新
規コンテンツの創出を推進しております。
2026年3月期は、その成果として、Nintendo Switch™向けに『ディズニーミラネス フィットネス』及び

『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』といった多様なニーズに応える新作をリリースしてまいりました。

また、アジア、欧州、北米といった海外市場での展開をさらに強化するとともに、IP（知的財産）を活用し、
一つのIPをゲーム、デジタルコンテンツ、ライセンス等の様々な形で展開することで、顧客接点の拡大を図って
まいります。これにより、安定的な収益基盤の構築と持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

当社は株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題の一つと認識しております。創業40周年を記念し、2026
年3月期は1株当たり普通配当50円に記念配当10円を加え、年間60円の配当を実施いたします。
2027年3月期以降につきましては、株主の皆さまへの安定的かつ継続的な利益還元を重視する観点から、普通

配当を10円増配し、5期間にわたり年間60円の普通配当を維持する方針といたしました。現在、当社は中長期的
な成長に向け、新規コンテンツ創出に関する研究開発投資を積極的に進めております。こうした先行投資を継続
する局面においても、安定した株主還元を継続することで、将来の成長への取り組みと株主還元の両立に対する
当社の姿勢を明確に示してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、当社の経営及び事業に引き続き変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願
い申しあげます。

2026年６月
代表取締役社長兼CEO 澄岡 和憲
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証券コード 4644
2026年６月1日

株 主 各 位
東京都新宿区西新宿二丁目７番１号

イマジニア株式会社
代表取締役社長 兼 CEO 澄岡 和憲

第49回 定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト（株主総会）に「第
49回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアク
セスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト（株主総会）
https://www.imagineer.co.jp/ir/shareholders_meeting.php

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし
て、銘柄名（会社名）に「イマジニア」又は証券コードに「4644」を入力・検索し、「基本情
報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年６月18日（木曜日）午後６
時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具
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記

1 日 時 2026年６月19日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

2 場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
住友不動産新宿グランドタワー５階 ベルサール新宿グランドコンファ
レンスセンター

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3 目的事項

報告事項 １．第49期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算
書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第49期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件

以 上

●当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
●株主総会当日、運営スタッフによる会場までの道案内はございません。当日ご出席の株主さまにおかれましては、本招集ご通知裏表
紙に記載の案内図をご確認いただき、万一ご不明の場合は、お手数をおかけいたしますが、直接会場（ベルサール新宿グランドコン
ファレンスセンター TEL 050-3112-0919）までお問い合わせください。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
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議決権行使
書

議決権行使
書

についてのご案内
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、
以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

●株主総会へご出席● ●書面による議決権行使●

株主総会開催日時

2026年６月19日（金曜日）
午前10時

2026年６月18日（木曜日）
午後６時到着分まで

行使期限

同封の議決権行使書用紙に議案に対す
る賛否をご表示いただき、
行使期限までに当社株主名簿管理人に
到着するようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否
の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていた
だきます。

●インターネットによる議決権行使 ●

2026年６月18日（木曜日）
行使期限

重複して行使された議決権の取扱いについて
(１) 書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせ

ていただきます。
(２) インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

同封の議決権行使書用紙をご持参いた
だき、会場受付にご提出ください。
当日は、お時間に余裕を持ってお越し
ください。

議決権行使

午後６時行使分まで
パソコンまたはスマートフォンから、
議決権行使ウェブサイト
https://www.web54.net
にアクセスし、同封の議決権行使書
用紙に記載の議決権行使コード及び
パスワードをご利用のうえ、画面の
案内に従って議案に対する賛否をご
登録ください。

インターネットによる行使方法のご
案内については次頁をご参照くだ
さい。
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ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

インターネットによる議決権行使について 0120-652-031（9:00～21:00）
0120-782-031（平日9:00～17:00）その他のご照会

「議決権行使コード・パスワード入力」
による方法

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

議決権行使ウェブサイトを開く

１

2

各議案について
個別に指示する

全ての会社提案議案
について「賛成」する3 4

「スマート行使」による方法

議決権行使書

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用
議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」を	
スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

見本

見本

※	一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QR
コード®を読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使
コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります（議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net へ直接アクセスして行使
いただくことも可能です）。

※	議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料
金等は株主様のご負担となります。

※	インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種に
よっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があり
ます。

3

4

※�QRコード®は、株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。

表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の賛否を
ご入力ください。

確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」ボタン
を押して行使完了

インターネットによる議決権行使のご案内

同封の議決権行使書用紙に記載	
の「パスワード」をご入力ください。

パスワードの入力3

同封の議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」をご入力
ください。

ログイン2

https://www.web54.net
ウェブサイトへアクセス１
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株主総会参考書類 議案及び参考事項
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第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
５名選任の件

現取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名全員は、本定時株主総会の終結の時をもって、任期満了とな
りますので、改めまして、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

再 任

1 澄
す み

岡
お か

和憲
か ず の り

生年月日
1973年7月25日
当社株式所有数

78,957株

◆略歴、当社における地位及び担当
1996年４月 当社入社
2003年６月 当社取締役
2006年６月 当社代表取締役社長兼COO
2019年６月 当社代表取締役社長兼CEO（現任）

◆取締役候補者の選任理由
澄岡和憲氏は、2006年に代表取締役社長に就任して以来、当社経営の指
揮を執り、当社が主力とするコンテンツ事業において豊富な経験を有し、
強いリーダーシップを発揮して当社グループの企業価値向上に取り組んで
おります。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、当社の企業価
値向上に資すると判断して選任をお願いするものであります。

再 任

2 神
か み

藏
く ら

孝之
た か ゆ き

生年月日
1956年3月1日
当社株式所有数

314,657株

◆略歴、当社における地位及び担当
1986年１月 当社設立代表取締役社長
2006年６月 当社代表取締役会長兼CEO
2019年６月 当社取締役会長 ファウンダー（現任）

◆取締役候補者の選任理由
神藏孝之氏は、当社の創業者として、長年にわたり代表取締役社長を務
め、当社グループの企業価値の向上や当社の企業文化を育てております。
今後も経営全般に関する豊富な経験や見識に基づく経営に対する監督が引
き続き不可欠であると考えております。引き続き、取締役としての職務を
適切に遂行し、当社の企業価値向上に資すると判断して選任をお願いする
ものであります。

再 任

3 中
な か ね

根 昌幸
ま さ ゆ き

生年月日
1975年1月4日
当社株式所有数

87,560株

◆略歴、当社における地位及び担当
1995年４月 当社入社
2001年６月 当社取締役
2006年６月 当社取締役兼CFO
2016年６月 当社CFO
2023年６月 当社取締役兼CFO（現任）

◆取締役候補者の選任理由
中根昌幸氏は、当社入社以来、株式公開準備、経理、財務戦略等に従事し
ており、コーポレート全般における豊富な経験と見識を有しております。
これらの経験や見識を活かして取締役としての職務を適切に遂行し、当社
の企業価値向上に資すると判断して選任をお願いするものであります。
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再 任

4 小宮
こ み や ま

山 宏
ひろし

生年月日
1944年12月15日
当社株式所有数

21,000株
社外取締役候補者

◆略歴、当社における地位及び担当
2005年４月 東京大学総長
2009年４月 株式会社三菱総合研究所理事長（現任）
2010年６月 信越化学工業株式会社社外取締役（現任）
2015年６月 当社社外取締役（現任）

◆重要な兼職の状況
株式会社三菱総合研究所 理事長
信越化学工業株式会社 社外取締役

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
小宮山宏氏は、東京大学第28代総長として改革に取り組まれた大学経営
における豊富な経験に加え、化学工業、地球環境及び資源・エネルギーな
どの幅広い分野での高度な専門的知識を有しておりますので、当社の経営
に対して大所高所からの指導・助言を行うことができ、併せて独立した客
観的な観点から経営の監督を行うことができると判断したためでありま
す。
なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の
経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により、当社の社外取
締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

再 任

5 曽
そ ね

根 泰教
や す の り

生年月日
1948年１月11日
当社株式所有数

―株

社外取締役候補者

◆略歴、当社における地位及び担当
1985年４月 慶應義塾大学法学部教授
1994年３月 公益財団法人松下幸之助記念志財団評議員（現任）
1994年４月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授
2012年４月 日本アカデメイア運営幹事（現任）
2012年６月 公益財団法人日本生産性本部評議員（現任）
2018年４月 慶應義塾大学名誉教授（現任）
2018年６月 当社社外取締役（監査等委員）
2020年６月 当社社外取締役（現任）

◆重要な兼職の状況
慶應義塾大学 名誉教授
公益財団法人松下幸之助記念志財団 評議員
日本アカデメイア 運営幹事
公益財団法人日本生産性本部 評議員

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
曽根泰教氏は、慶應義塾大学の教授を務められ、海外の著名な大学での研
究員をされた経験から、国内外に幅広い人脈と高い見識を有しており、当
社の経営に対して大所高所からの指導・助言を行うことができ、併せて独
立した客観的な観点からの経営の監督を行うことができると判断したため
であります。
なお、同氏は、会社の経営に直接関与されたことはありませんが、大学教
授としての豊富な経験・知識等から、当社経営に対する有効な助言等を期
待し、当社の社外取締役として選任をお願いするものであります。
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（注）1．各取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2．小宮山宏氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同証

券取引所に届け出ております。
3．曽根泰教氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同証

券取引所に届け出ております。
4．社外取締役候補者の独立性について
（1）小宮山宏氏は、過去10年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）と

なっていたことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義
務を承継した会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

（2）小宮山宏氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受け
ていたこともありません。

（3）小宮山宏氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）の配偶者、三親
等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

（4）曽根泰教氏は、過去10年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）と
なっていたことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義
務を承継した会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

（5）曽根泰教氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受け
ていたこともありません。

（6）曽根泰教氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）の配偶者、三親
等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

5．小宮山宏氏が社外取締役に再任された場合は、当社は同氏との間で職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
会社法第427条第１項の取締役の賠償責任を法令の定める最低責任限度額とする旨の契約を継続する予定であります。

6．小宮山宏氏の在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。
7．曽根泰教氏が社外取締役に再任された場合は、当社は同氏との間で職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、

会社法第427条第１項の取締役の賠償責任を法令の定める最低責任限度額とする旨の契約を継続する予定であります。
8．曽根泰教氏の在任期間は、本総会終結の時をもって８年となります。
9．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責

任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。各
候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、
2027年４月に同内容での更新を予定しております。
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第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
現監査等委員である取締役のうち荒竹純一、大上二三雄の両氏は、本定時株主総会の終結の時をもって、任期

満了となりますので、改めまして監査等委員である取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

再 任

1 荒
あ ら

竹
た け

純一
じゅんい ち

生年月日
1956年10月1日
当社株式所有数

―株
社外取締役候補者

◆略歴、当社における地位及び担当
1986年４月 東京弁護士会に登録
1986年４月 さくら共同法律事務所に入所
1991年４月 さくら共同法律事務所のパートナーとして着任
1996年１月 ニューヨーク市SKADDEN,ARPS,SLATE,

MEAGHER&FLOM法律事務所入所
1997年１月 さくら共同法律事務所のパートナーへ帰任
2011年６月 当社監査役
2016
2024

年
年

６
6
月
月

当社取締役（監査等委員）（現任）
株式会社クラウディオ社外監査役（現任）

◆重要な兼職の状況
株式会社クラウディオ 社外監査役

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
荒竹純一氏は、弁護士登録をされて以来、法廷弁護士として裁判所での弁
護活動を行う一方で、企業法務の分野にも注力し、なかでも企業のコーポ
レート・ガバナンス、コンプライアンス、CSRのあり方について精通し、
多くのクライアント企業に対してアドバイスを行っております。
こうした経験と見識を持つ同氏は、当社取締役の職務執行を監督する立場
にある社外取締役に適任であるという観点から、当社経営に対する有効な
助言等を期待し、監査等委員である取締役として選任をお願いするもので
あります。

（注）1．当社は、取締役候補者荒竹純一氏と顧問弁護士契約を交わしております。
2．荒竹純一氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同証

券取引所に届け出ております。
3．候補者の独立性について
（1）荒竹純一氏は、過去10年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）と

なっていたことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義
務を承継した会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

（2）荒竹純一氏は、当社と顧問弁護士契約を締結しておりますが、弁護士報酬以外に当社又は当社の特定関係事業者から多額
の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
なお、同氏へ弁護士報酬を支払っておりますが、これらの取引額の当社売上高に占める割合は0.03％であるため、同氏
の独立性に問題は無いと判断しております。

（3）荒竹純一氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）の配偶者、三親
等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

4．荒竹純一氏が社外取締役に再任された場合は、当社は同氏との間で職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
会社法第427条第１項の取締役の賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を継続する予定であります。

5．荒竹純一氏の当社の社外取締役（監査等委員）の在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
6．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責

任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。候
補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、
2027年４月に同内容での更新を予定しております。
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再 任

2 大上二三雄
お お う え ふ み お

生年月日
1958年３月23日
当社株式所有数

81,100株
社外取締役候補者

◆略歴、当社における地位及び担当
2003年10月 エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社代表取

締役（現任）
2016年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

◆重要な兼職の状況
エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社 代表取締役

◆社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
大上二三雄氏は、1981年にアーサー・アンダーセン（現アクセンチュア
株式会社）に入社し、ハイテク、保険・金融、情報サービス産業等分野に
おいて、経営戦略、企業変革コンサルティング、アウトソーシング、ベン
チャー投資及び戦略的提携等に従事しました。その後2003年にエム・ア
イ・コンサルティンググループ株式会社を創業し、代表取締役として、コ
ンサルティング、事業開発、ベンチャー企業投資・育成に取り組まれた経
験から経営に関する豊富な知識を有しております。こうした知識や経験を
活かし当社の経営全般の監視を行うとともに、当社経営に対する有効な助
言等を期待し、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであ
ります。

（注）1．候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。
2．大上二三雄氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同

証券取引所に届け出ております。
3．候補者の独立性について
（1）大上二三雄氏は、過去10年間に当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）

となっていたことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利
義務を承継した会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

（2）大上二三雄氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受
けていたこともありません。

（3）大上二三雄氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）の配偶者、三
親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

4．大上二三雄氏が社外取締役に再任された場合は、当社は同氏との間で職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
会社法第427条第１項の取締役の賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する旨の契約を継続する予定であります。

5．大上二三雄氏の当社の社外取締役（監査等委員）の在任期間は、本総会終結の時をもって10年となります。
6．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責

任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。候
補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、被保険者の保険料負担はありません。なお、
2027年４月に同内容での更新を予定しております。

以上
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メ モ
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145

746

5,690

1,156

第49期
（26/3期）

■ 売上高（単位：百万円）

第49期
（26/3期）

■ 営業利益（単位：百万円）

第49期
（26/3期）

■ 経常利益（単位：百万円）

第49期
（26/3期）

■ 親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円）

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

458

603

6,486

924

事業報告（2025年4月1日から2026年3月31日まで）

13

1.企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の景気は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費に持ち直しの動きがみられ
るなど、緩やかな回復基調となっております。ただし、中東情勢や米国の通商政策等、先行きに影響を与え得る
不安定要因も存在しております。
当社グループは「コンテンツ事業」の事業拡大に向けて研究開発費の投資額を拡大し、主力であるコンシュー

マーゲーム及びスマートフォンゲームを中心に投資を行い「ヒットコンテンツ」の創出を目指してまいりまし
た。
上記の取り組みの結果、売上高5,690,439千円（前年同期比12.3％減）、営業利益145,127千円（前年同期比

68.3％減）、投資有価証券売却益の計上により経常利益1,156,710千円（前年同期比25.2％増）、親会社株主に
帰属する当期純利益746,250千円（前年同期比23.8％増）となりました。
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（2）設備投資の状況
重要な設備投資はありません。

（3）資金調達の状況
当社は、効率的な資金調達を行うために株式会社みずほ銀行と当座貸越契約を締結しております。

（4）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（6）吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

（7）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

（8）対処すべき課題
当社グループは、変化の続くエンターテインメント市場において、「コンテンツ事業」を中長期的な成長の

軸とし、価値創出に取り組んでまいります。
オリジナルやパートナー企業の有力コンテンツを、新しい技術や時代の変化に柔軟に対応しながら当社の強

み・ノウハウを活かして具現化することで、様々なプラットフォームに新たな強力なコンテンツを創出し、当
該事業の更なる成長を図ってまいります。
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1,156

746

5,690

77.44

第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

（単位：百万円）

第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

（単位：百万円）

第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

（単位：円）

■ 売上高 ■ 経常利益

■ 親会社株主に帰属する当期純利益（単位：百万円） ■ 1株当たりの当期純利益

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

第49期
（26/3期）

第49期
（26/3期）

第49期
（26/3期）

第49期
（26/3期）

932

610

6,640

63.58

656

416

5,960

43.28

924

603

6,486

62.62
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（9）財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

第48期
（25/3期）

第49期
（当連結会計年度）
（26/3期）

売上高 （百万円） 6,640 5,960 6,486 5,690

経常利益 （百万円） 932 656 924 1,156

親会社株主に帰属する
当期純利益 （百万円） 610 416 603 746

1株当たりの当期純利益 （円） 63円58銭 43円28銭 62円62銭 77円44銭

総資産 （百万円） 13,664 13,451 13,484 12,992

純資産 （百万円） 11,915 12,041 12,168 12,097

（注）売上高には消費税等は含まれておりません。
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5,560

731

1,071

75.87

第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

（単位：百万円）

第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

（単位：百万円）

第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

（単位：百万円）

第46期
（23/3期）

第47期
（24/3期）

（単位：円）

■ 売上高 ■ 経常利益

■ 当期純利益 ■ 1株当たりの当期純利益

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

第48期
（25/3期）

第49期
（26/3期）

第49期
（26/3期）

第49期
（26/3期）

第49期
（26/3期）

6,640

595

902

61.96

5,956

409

639

42.56

6,459

573

837

59.58
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② 当社の財産及び損益の状況
区 分 第46期

（23/3期）
第47期

（24/3期）
第48期

（25/3期）
第49期

（当事業年度）
（26/3期）

売上高 （百万円） 6,640 5,956 6,459 5,560

経常利益 （百万円） 902 639 837 1,071

当期純利益 （百万円） 595 409 573 731

1株当たりの当期純利益 （円） 61円96銭 42円56銭 59円58銭 75円87銭

総資産 （百万円） 13,600 13,399 13,354 12,764

純資産 （百万円） 11,784 11,897 11,967 11,847

（注）売上高には消費税等は含まれておりません。
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（10）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社imagineer nexus 9,900千円 100％ マーケティング及びコンテンツ事業

株式会社SoWhat 9,900千円 50％ ソフトウェアの企画・開発

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（11）主要な事業内容
①スマートフォンゲームの企画、開発、製造、販売
②コンシューマーゲームの企画、開発、製造、販売
③キャリア主導サービスへのコンテンツ、アプリの提供
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（12）主要な事業所（2026年3月31日現在）

① 当社
本社 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号

② 子会社
株式会社imagineer nexus
株式会社SoWhat

本社：東京都新宿区
本社：東京都港区

（13）使用人の状況（2026年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況
事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

コンテンツ事業 101（30）名 △3（△2）名

全社（共通） 24（ー）名 +1（ー）名

合 計 125（30）名 △2（△2）名

（注）1．使用人数は就業員数であり、アルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属している者であります。

② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

93（30）名 ー（△2）名 42.8歳 9.8年

（注）使用人数は就業員数であり、アルバイトは（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

（14）主要な借入先（2026年3月31日現在）

該当事項はありません。

（15）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2.会社の株式に関する事項（2026年3月31日現在）

（1）発行可能株式総数 47,480,000株

（2）発行済株式の総数 10,649,000株

（3）株主数 6,520名

（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ＩＩＢ株式会社 4,400,000株 45.6％

内藤征吾 319,300株 3.3％

神藏孝之 314,657株 3.3％

上田八木短資株式会社 305,300株 3.2％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 184,400株 1.9％

むさし証券株式会社 172,800株 1.8％

東海東京証券株式会社 135,300株 1.4％

株式会社SBI証券 116,740株 1.2％

有限会社秀インター 100,000株 1.0％

中根昌幸 87,560株 0.9％

（注）1．当社は、自己株式を1,009,965株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
3．ＩＩＢ株式会社は、当社取締役会長神藏孝之氏が株式を保有する資産管理会社であります。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の

価値共有を進めることを目的として、業務執行取締役に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
当事業年度においては、業務執行取締役３名に対し、7,174株交付しております。

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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3.会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等
の状況

該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

2026年05月14日 11時15分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



21

4.会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（2026年3月31日現在）

地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 兼 CEO 澄 岡 和 憲

取締役会長ファウンダー 神 藏 孝 之

取締役 兼 CFO 中 根 昌 幸

取締役 小 宮 山 宏 株式会社三菱総合研究所理事長
信越化学工業株式会社社外取締役

取締役 曽 根 泰 教
慶應義塾大学名誉教授
公益財団法人松下幸之助記念志財団評議員
日本アカデメイア運営幹事
公益財団法人日本生産性本部評議員

取締役（監査等委員） 荒 竹 純 一 株式会社クラウディオ社外監査役

取締役（監査等委員） 大 上 二 三 雄 エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社代表取締役

取締役（監査等委員） 小 林 伸 行
栄伸パートナーズ株式会社代表取締役社長
株式会社オムテック社外監査役
株式会社東日本地所社外監査役

（注）1．取締役小宮山宏、曽根泰教、荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は、社外取締役であります。
2．当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、内部監査グループを設置し、重要会議への出席を通じて情報収集を行

うほか、当該グループから定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定し
ておりません。

3．社外取締役小宮山宏は、東京大学第28代総長として改革に取り組まれた大学経営における豊富な経験に加え、化学工業、地
球環境及び資源・エネルギーなどの幅広い分野での高度で専門的な知識を有しております。なお、当社は同氏を東京証券取
引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

4．社外取締役曽根泰教は、慶應義塾大学の教授を務められ、海外の著名な大学での研究員をされた経験から、国内外に幅広い
人脈と高い見識を有しており、当社の経営に対して大所高所からの指導・助言を行うことができ、併せて独立した客観的な
観点からの経営の監督を行うことができると判断しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一
般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

5．監査等委員荒竹純一は、弁護士の資格を有しており、企業法務及びコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており
ます。なお、当社は同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨
の独立役員届出書を提出しております。

6．監査等委員大上二三雄は、エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社を創業し、代表取締役として、コンサルティン
グ、事業開発、ベンチャー企業投資・育成に取り組まれた経験から経営に関する豊富な知見を有しております。なお、当社
は同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書
を提出しております。

7．監査等委員小林伸行は、公認会計士として専門的な知識並びに長年の経験や他の企業における社外取締役、監査役の経験も
有しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役
員である旨の独立役員届出書を提出しております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役全員と会社法第427条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約

に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び当社子会社におけるすべての取締役、監査役、執行役員、重要な使用人等を被保険者とし

た、第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約（マネジメントリスクプロテクション保険契約）を保険
会社との間で締結しています。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりです。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠
償金等を填補の対象としております。

・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為
等に起因する損害等については、填補の対象外としています。

・当該契約の保険料は全額当社が負担しています。

（4）当事業年度に係る取締役の報酬等
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア．基本方針
取締役の報酬等の額の決定について、以下を基本方針とする。

・職責及び貢献に見合う報酬であること
・企業価値の向上を促す報酬体系であること
・同業他社の水準を踏まえ、優秀な人材を確保できる報酬であること
取締役（監査等委員である取締役を除く。) の報酬等は金銭による固定報酬及び賞与並びに非金銭報酬と

し、業績連動報酬は支給しない。

イ．取締役の個人別の金銭報酬の額及びその付与時期又は条件の決定に関する方針
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等のうち金銭報酬は、月例の固定報酬及び毎年1回一定

の時期に支給する賞与のみとし、その金額は、役位、職責、貢献に応じて他社水準、当社の業績を考慮しなが
ら、総合的に勘案して決定する。

ウ．取締役の個人別の非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法及びその付与時期又は条件の決定に関する
方針

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等のうち非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、取締役
（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の
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総額は年額60百万円以内（使用人兼務役員の使用人部分を除く。）、かつ、当社が新たに発行又は処分する普
通株式の総数は年47,000株以内（但し、普通株式の株式分割（無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた
場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場
合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）とする。取締役への具体的な支給時期及び配分については、
取締役会より諮問を受けた指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定する。

エ．金銭報酬の額又は非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
金銭報酬と非金銭報酬の割合は、取締役会より諮問を受けた指名報酬委員会が取締役の個人別の金銭報酬の

額を参考に取締役会へ答申し、取締役会にて決定する。

オ．取締役の個人別の報酬額についての決定方法
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決定により定めております。その概要

は以下のとおりです。
当社取締役の報酬等は、優秀な人材の確保並びに当社グループの企業価値の向上を促す報酬体系とし、取締

役の報酬水準は、職能及び職責に見合い、同業他社の水準等を踏まえたものとすることを基本方針としていま
す。
株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、上記の決定方針に従って2025年６月20日の取締役会にて決

定していることから、その内容は上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額及び非金銭報酬の配分は、取締役会よ

り諮問を受けた指名報酬委員会の答申を踏まえて、取締役会の決議により決定いたします。
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②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第39回定時株主総会

において年額300百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議されております。決議
時点の監査等委員を除く取締役の員数は４名（うち、社外取締役は１名）であります。
また、譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、2021年６月18日

開催の第44回定時株主総会において、年額60百万円以内（使用人兼務役員の使用人部分を除く。）とし、当
社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年47,000株以内（但し、普通株式の株式分割（無償割当てを
含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総
数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）と決議しております。決
議時点の当該定めの対象となる取締役の員数は３名（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）であ
ります。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年６月24日開催の第39回定時株主総会において年額50百

万円以内と決議されております。決議時点の監査等委員である取締役の員数は３名であります。

③取締役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員
であるものを除く）
（うち社外取締役）

197
(11)

190
(11) ― 7

(―)
5

(2)

監査等委員である
取締役
（うち社外取締役）

4
(4)

4
(4) ― ― 3

(3)

（注）取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

（5）社外役員に関する事項
①重要な兼職先である法人等と当社の関係
・取締役小宮山宏は、株式会社三菱総合研究所の理事長及び信越化学工業株式会社の社外取締役であります。
なお、当社と各社の間には、特別な関係はありません。

・取締役曽根泰教は、慶應義塾大学名誉教授、公益財団法人松下幸之助記念志財団の評議員、日本アカデメ
イアの運営幹事及び公益財団法人日本生産性本部の評議員であります。なお、当社と大学及び各団体の間
には、特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）荒竹純一は、株式会社クラウディオの社外監査役であります。なお、当社と株式会
社クラウディオとの間には、特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）大上二三雄は、エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社の代表取締役であ
ります。なお、当社とエム・アイ・コンサルティンググループ株式会社との間には、特別な関係はありま
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せん。
・取締役（監査等委員）小林伸行は、栄伸パートナーズ株式会社の代表取締役社長、株式会社オムテックの
社外監査役及び株式会社東日本地所の社外監査役であります。なお、当社と各社との間には、特別な関係
はありません。

②当事業年度における主な活動状況
主な活動状況及び果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 小宮山宏
当事業年度に開催された取締役会12回のうちすべてに出席いたしました。
東京大学総長等を歴任された同氏は、化学工業、地球環境及び資源・エネルギーな

どの幅広い分野での高度な専門的知識を活かし、大所高所からの指導・助言を行うと
ともに独立した観点からの経営監視を行っております。

取締役 曽根泰教
当事業年度に開催された取締役会12回のうちすべてに出席いたしました。
慶應義塾大学教授等を歴任された同氏は、海外での経験から幅広い分野での高度な

専門知識を生かし、取締役会において意思決定の妥当性、適正性を確保するための発
言、提起を行うとともに独立した観点からの経営監視を行っております。

取締役（監査等委員） 荒竹純一

当事業年度に開催された取締役会12回のうちすべてに出席し、監査等委員会5回の
うちすべてに出席いたしました。
弁護士としての専門的知識を活かし取締役会において、意思決定の妥当性・適正性

を確保するための発言・提言を行っております。
また、監査等委員会委員長として内部統制システムの運用状況についても助言・提

言を行うとともに、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を
行っております。

取締役（監査等委員） 大上二三雄

当事業年度に開催された取締役会12回のうちすべてに出席し、監査等委員会5回の
うちすべてに出席いたしました。
経営に関する知識や専門知識を活かし、取締役会において、意思決定の妥当性・適

正性を確保するための発言・提言を行うとともに独立した観点からの経営監視を行っ
ております。
また、監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要

事項の協議等を行っております。

取締役（監査等委員） 小林伸行

当事業年度に開催された取締役会12回のうちすべてに出席し、監査等委員会5回の
うちすべてに出席いたしました。
公認会計士としての専門的な知識と長年の経験を活かし、取締役会において意思決

定の妥当性、適正性を確保するための発言、提起を行うとともに独立した観点からの
経営監視を行っております。
また、監査等委員会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要

事項の協議等を行っております。
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5.会計監査人の状況
（1）名称 東陽監査法人

（2）報酬等の額
区 分 支 給 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 28百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28百万円

（注）1．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどう
かについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載
しております。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると判断した場

合に監査等委員全員の同意により会計監査人を解任するほか、会計監査人の独立性、職務遂行の状況等を勘案
し、会計監査人の適正な職務の遂行が困難であると判断した場合には、株主総会に提出する議案の内容とし
て、会計監査人の解任又は不再任を決定します。

6.会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適
正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制

・当社グループでは、コンプライアンス行動指針及びコンプライアンス規程をコンプライアンス体制構築の
基盤に据え、取締役及び使用人がこれを遵守することにより、企業倫理意識の向上に努める。

・取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に定めるところにより、法定事項及び経営方針その他業務執行
上の重要事項を決定・承認する。また、取締役は相互に職務の執行を監督することにより、法令及び定款
に反する行為を未然に防止する。
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・管理担当取締役は、当社グループのコンプライアンス体制整備及び施策推進全般を統括する。また、内部
監査グループは、社内諸規程等に定められた各種ルールの遵守状況を中心に定期的な内部監査を行う。

（当該体制の運用状況）
・当社グループでは、コンプライアンス行動指針及びコンプライアンス規程の社内研修を実施し、周知を徹
底しております。

・取締役会は原則月1回開催され、当社グループと利害関係のない独立した社外取締役が出席し相互に職務
遂行状況を報告し監督しております。

・管理担当取締役が当社グループのコンプライアンス体制を監督しており、内部監査グループは社内の諸規
程の遵守状況を中心に定期的に内部監査を実施しております。

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書及びその他取締役の職務の執行に関する重要書類は、取締役会
規程、稟議規程及び文書管理規程等の関連規程に基づき、書面又は電磁的な記録により、適切に保管及び
管理を行う。また、それらの書類は、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

（当該体制の運用状況）
・管理部門が株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書及びその他取締役の職務の執行に関する重要書類に
ついて、書面又は電磁的な記録により、適切に保管し、管理しております。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会は、当社グループのリスク全般の管理を統括し、内部監査グループは、各リスクの責任部署や管
理方法を規定し、リスク管理体制の明確化を図り、重要なリスクに関しては管理担当取締役と協議の上、
取締役会において審議し、各部門のリスク管理状況を把握する。

・全社的な経営危機に関わる緊急事態が発生した場合は、代表取締役を本部長とする対策本部を直ちに設置
の上、速やかに対策を講じ、会社が被る損害を防止あるいは最小限に止める。

（当該体制の運用状況）
・内部監査グループにより、各部署における重要なリスクに関しては、管理担当取締役と協議の上、取締役
会において審議し、各部署のリスク管理状況を把握しております。

・当事業年度において、経営危機に関わる緊急事態は発生しておりません。

④ 当社及び子会社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

・当社は、職務分掌規程、職務権限規程及び決裁権限に関する内規等に基づく適切な体制を構築することに
より、取締役の職務の執行の効率性を確保する。

・当社は、業務執行機能の強化を目的として執行役員制度を導入しており、業務執行に関する意思決定事項
については、取締役会において決議された職務分掌の範囲内で行う。
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・当社では、定例取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を適時開催し、機動的な
意思決定を行う。

・当社では、職務執行の公正性を監督する機能を強化するため、取締役会に独立した立場の社外取締役を含
める。

（当該体制の運用状況）
・当社は、取締役の職務の執行の効率性を確保するため、職務分掌規程、職務権限規程及び決裁権限に関す
る内規等に基づく適切な体制を構築しております。

・執行役員制度に基づき、業務執行に関する意思決定事項は取締役会において決議された職務分掌の範囲内
で行っております。

・当社では取締役会を原則月１回開催しており、必要に応じて、臨時取締役会を適時開催しております。
・当社の取締役会には、独立した立場の社外取締役が出席し、独立した立場より意見を述べるなど経営監視
を行っております。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・管理部門は、子会社の管理機能を所管し、関係会社管理規程に基づき適切な子会社の業務執行管理を行う。
・子会社の取締役は、当社の取締役を兼務しており、当社の取締役会にて子会社の業務状況に関する定期的
な報告を行う。また、子会社の監査役は法令に従い監査を行う。

・内部監査グループは、当社グループ内部監査規程に基づき業務の適正性を監査する。
・子会社の資金管理については、当社にて一括して行うこととし、資金の統制及び効率化を図る。
（当該体制の運用状況）
・管理部門は、関係会社管理規程に基づき、子会社の業務執行の管理を行っております。
・子会社の取締役は、当社の取締役を兼務しており、当社の取締役会にて子会社の業務状況に関する定期的
な報告を行っております。また、子会社の監査役は法令に従い監査を実施しております。

・内部監査グループは、当社グループ内部監査規程に基づき、業務の適正性の監査を実施しております。
・子会社の資金管理については、当社管理部門が一括して実施しております。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役
及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当
該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査等委員会の職務は、内部監査グループにおいてこれを補助する。
・内部監査グループの使用人の任命、異動及び人事考課については、監査等委員会の事前同意を得た上で決
定する。

・内部監査グループの使用人は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会以外の者からの
指揮命令を受けずに遂行するものとする。
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（当該体制の運用状況）
・監査等委員と内部監査グループは原則月１回情報交換を行い、監査等委員会の職務を補助しております。
・内部監査グループの使用人の任命、異動及び人事考課を行う際は、監査等委員会の事前同意が必要となっ
ております。

・監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会以外の者からの指揮命令は受けずに遂行してお
ります。

⑦ 監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、
その他の監査等委員会への報告に関する体制

・監査等委員会の職務の効果的な遂行のため、監査等委員でない取締役及び担当部門は、以下の事項につき、
監査等委員会に定期的な報告を行うとともに、当社の業務に重大な影響を及ぼす事実を発見もしくはその
発生の恐れがあると判断したときは、速やかに監査等委員会に報告する。
1） 経営、事業及び財務の状況並びに業績及び業績見込み
2） 法令及び定款に違反する重大な事実
3） 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及びその他経営に係る重要な発生事実等

・監査等委員会が適切な監査を行う上で必要な情報を適時入手できるよう、以下の体制を整備する。
1） 原則として毎月開催される取締役会及び重要会議への出席
2） 重要決裁書類等の閲覧
3） その他、監査等委員が適切な監査を行う上で必要な情報の提供

（当該体制の運用状況）
・取締役及び担当部門は、原則月１回開催される取締役会で監査等委員に定期的な報告を実施しております。
・監査等委員は原則月１回開催される取締役会及び重要会議へ出席し、重要な情報の提供を受けております。

⑧ 監査等委員会及び子会社監査役に報告した者が当該報告したことを理由として
不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

・当社グループは、当社の監査等委員会及び子会社の監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使
用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グルー
プの取締役及び使用人に周知徹底する。

（当該体制の運用状況）
・当社グループの監査等委員会及び子会社の監査役への報告を行った取締役及び使用人に対して、不利な取
り扱いを禁止する旨、周知徹底するため、社内研修を実施しております。
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⑨ 監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当
該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項

・当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は償還の処理については、監査等委員の請求に従い円滑に行う。

（当該体制の運用状況）
・当事業年度において監査等委員の職務執行についての費用の発生はありません。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役、会計監査人との定期的な意見交換会の開催、取締役及び執行役員等重要な使用人からの職務
執行状況の個別聴取など、監査等委員会が必要な情報収集を行える体制を確保する。

（当該体制の運用状況）
・監査等委員は取締役会に出席し定期的に意見交換を行っております。また、原則四半期に１回会計監査人
との意見交換会を実施しております。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
・当社グループでは、企業活動における法令等の遵守を定めたコンプライアンス行動指針に基づき、反社会
的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、同勢力とは取引関係その他一切の関係を持たず不当要求に対
して断固として拒絶する社内体制を整備する。

（当該体制の運用状況）
・反社会的勢力との関係を持たない社内体制を周知しており、当事業年度において反社会的勢力との関係は
ありません。

（2）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営政策の一つと位置付け、配当と企業価値の向上を通じた

利益還元を基本方針としております。
当該方針のもと、当期の配当につきましては、1株当たり50円の普通配当を実施いたします。加えて、創

業40周年を迎えるにあたり、株主の皆さまへの感謝の意を表するため、1株当たり10円の記念配当（特別
配当）を実施し、年間配当金は合計60円といたします。
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連結貸借対照表
（単位：千円）

科 目 第49期
2026年3月31日現在

資産の部

流動資産 5,190,204

現金及び預金 1,676,890

売掛金 2,029,272

商品及び製品 23,404

仕掛品 3,188

原材料及び貯蔵品 20

預け金 928,952

その他 528,579

貸倒引当金 △ 104

固定資産 7,802,683

有形固定資産 23,961

建物及び構築物 15,422

工具、器具及び備品 4,730

その他 3,807

無形固定資産 8,739

投資その他の資産 7,769,983

投資有価証券 6,792,589

繰延税金資産 729,200

その他 424,903

貸倒引当金 △ 176,709

資産合計 12,992,888

（単位：千円）

科 目 第49期
2026年3月31日現在

負債の部

流動負債 895,035

買掛金 10,260

営業未払金 285,197

未払法人税等 86,812

その他 512,765

負債合計 895,035

純資産の部

株主資本 12,291,995

資本金 2,669,000

資本剰余金 2,483,666

利益剰余金 7,735,642

自己株式 △ 596,313

その他の包括利益累計額 △ 332,629

その他有価証券評価差額金 △ 332,629

非支配株主持分 138,487

純資産合計 12,097,852

負債純資産合計 12,992,888
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連結損益計算書
（単位：千円）

科 目 第49期
2025年4月1日から2026年3月31日まで

売上高 5,690,439
売上原価 2,129,625
売上総利益 3,560,814

販売費及び一般管理費 3,415,686
営業利益 145,127

営業外収益
投資有価証券売却益 754,785
受取配当金 117,961
為替差益 103,088
その他 38,651 1,014,488

営業外費用
投資有価証券売却損 2,610
その他 295 2,905
経常利益 1,156,710

税金等調整前当期純利益 1,156,710
法人税、住民税及び事業税 269,896
法人税等調整額 106,643 376,540
当期純利益 780,170
非支配株主に帰属する当期純利益 33,920
親会社株主に帰属する当期純利益 746,250
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連結株主資本等変動計算書

第49期（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 2,669,000 2,479,496 7,543,409 △602,139 12,089,766

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △ 554,017 △ 554,017
親会社株主に帰属する
当期純利益 746,250 746,250

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 4,169 5,826 9,996

株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額（純額）

当連結会計年度変動額合計 ー 4,169 192,232 5,825 202,228

当連結会計年度末残高 2,669,000 2,483,666 7,735,642 △ 596,313 12,291,995

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
その他の包括利益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 △25,676 △25,676 104,566 12,168,656

当連結会計年度変動額

剰余金の配当 △ 554,017
親会社株主に帰属する
当期純利益 746,250

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 9,996

株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額（純額） △ 306,952 △ 306,952 33,920 △ 273,031

当連結会計年度変動額合計 △ 306,952 △ 306,952 33,920 △ 70,803

当連結会計年度末残高 △ 332,629 △ 332,629 138,487 12,097,852
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 2社
・主要な連結子会社の名称 株式会社imagineer nexus

株式会社SoWhat
② 非連結子会社の状況

該当事項はありません。
（2）持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した非連結子会社の状況
該当事項はありません。

② 持分法を適用した関連会社の状況
該当事項はありません。

③ 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
該当事項はありません。

（3）連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項
該当事項はありません。

（4）連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

（5）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定)によっております。
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。

ロ．棚卸資産
・商品、製品、仕掛品及び貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）によっております。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4
月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっておりま
す。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 3〜50年
工具、器具及び備品 2〜15年

ロ．無形固定資産
・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

ハ．長期前払費用 定額法によっております。
③ 重要な引当金の計上基準

・貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計
算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常

の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社グループは、「デジタルコンテンツ」及び「ロイヤリティ」を主な事業としております。
①デジタルコンテンツ
デジタルコンテンツにおいては、個人ユーザーに対してスマートフォン向けゲームの提供やコンシューマーゲームのダウンロー

ド版を販売しております。これらのコンテンツの販売については、コンテンツの提供時点において顧客が当該コンテンツに対する
支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該コンテンツの提供時点で収益を認識しております。

②ロイヤリティ
ロイヤリティにおいては、主にライセンス利用者に対する、自社の知的財産のライセンスや他社の知的財産のサブライセンスを

行っております。ロイヤリティについては、コンテンツの提供時点において顧客が当該コンテンツに対する支配を獲得し、履行義
務が充足されると判断していることから、当該コンテンツの提供時点で収益を認識しております。
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２．会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更
該当事項はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
連結損益計算書
前連結会計年度において、区分掲記して表示しておりました「有価証券利息」は重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ

り、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。
なお、当連結会計年度の「有価証券利息」は24,486千円であります。

前連結会計年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」については、当連結会計年度において
重要性が高まったため、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「受取配当金」は51,632千円であります。

４．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 729,200千円

(2) 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
当社グループは、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

② 主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、事業計画を基礎としております。
事業計画の策定においては、提供するコンテンツが生み出す収益単価およびユーザー数または販売数、提供する時期について一

定の仮定をおいております。
③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
主要な仮定である予測は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の

時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能
性があります。
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５．連結貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 190,577千円
（2）顧客との契約から生じる契約負債

流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 173,831千円
（3）当社は、効率的な資金調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額の総額 500,000千円
借入の実行残高 ―千円

差引差額 500,000千円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 10,649千株 ―千株 ―千株 10,649千株

（2）自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 1,016千株 2千株 9千株 1,009千株
（注）１．自己株式の増加は、譲渡制限付株式の無償取得2,886株及び単元未満株式の買取１株であります。

２．自己株式の減少は、取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少9,868株でありま
す。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等
イ．2025年5月15日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 313,041千円
・１株当たり配当額 32円50銭
・基準日 2025年3月31日
・効力発生日 2025年6月３日

ロ．2025年10月31日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 240,975千円
・１株当たり配当額 25円00銭
・基準日 2025年9月30日
・効力発生日 2025年12月１日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2026年5月15日開催の取締役会において次のとおり決議の予定であります。
・配当の原資 利益剰余金
・配当金の総額 337,366千円
・１株当たり配当額 35円00銭
・基準日 2026年3月31日
・効力発生日 2026年6月２日
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７．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組指針
当社グループは、一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
営業債権である売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨

建ての営業債権は、為替変動のリスクに晒されております。
預け金は、証券会社に対する資金の寄託であります。
投資有価証券は、純投資目的のその他有価証券や外貨建てMMFであり、投資先の信用リスク、為替リスク及び市場価格の変

動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、営業未払金及び未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について、担当部署が取引相手ごとに期日及び残高を管理しております。
・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を
継続的に見直しております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管

理しております。
（2）金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価
格のない株式等は、次表に含めておりません（（注）1.参照）。また、現金は現金であることから注記を省略しており、預金、売
掛金、預け金、買掛金、営業未払金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、
注記を省略しております。

連結貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券 6,754,886 6,754,886 ―

資産計 6,754,886 6,754,886 ―

（注）1．市場価格のない株式等

区 分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 17,960

組合出資金（※） 19,741

(※)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）第
24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
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2．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

1年以内（千円） 1年超5年以内（千円） 5年超10年以内（千円） 10年超（千円）

現金及び預金 1,676,890 ― ― ―

売掛金 2,029,272 ― ― ―

預け金 928,952 ― ― ―

投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの（社債） ― 100,000 ― ―

合 計 4,635,115 100,000 ― ―

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しておりま

す。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのう
ち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

レベル1（千円） レベル2（千円） レベル3（千円） 合計（千円）

投資有価証券

その他有価証券

株式 6,630,201 ― ― 6,630,201

債券 ― 100,000 ― 100,000

その他 ― 24,685 ― 24,685

資産計 6,630,201 124,685 ― 6,754,886
（注）投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の
時価に分類しております。
非上場の投資信託は取引金融機関から提示された基準価額に基づき評価しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。
債券は元利金の合計額と、当該債券の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定して

おり、レベル２の時価に分類しております。
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８．1株当たり情報に関する注記
（1）1株当たりの純資産額 1,240円72銭
（2）1株当たりの当期純利益 77円44銭

９．収益認識に関する注記
（1） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

コンテンツ事業
合計デジタル

コンテンツ ロイヤリティ その他

地域別

日本 3,793,882 599,246 584,439 4,977,568

中国 39,019 98,284 28,375 165,679

その他 463,024 73,420 10,746 547,191

顧客との契約から生じる収益 4,295,927 770,951 623,560 5,690,439

その他の収益 ― ― ― ―

外部顧客への売上高 4,295,927 770,951 623,560 5,690,439

（2）収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等（5）会計方針に関する事項④重要な収益及

び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

1．契約負債の残高等
契約負債の内訳は以下のとおりであります。

当連結会計年度（千円）

契約負債（期首残高） 205,079

契約負債（期末残高） 173,831

連結貸借対照表上、契約負債は流動負債の「その他」に含まれております。契約負債は主に、サービス提供前に顧客から受け取
った対価であります。
当連結会計年度に認識された収益の内、期首現在の契約負債の残高が含まれている金額に重要性はありません。
当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

2．残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の簡便法を適用し、残存履行義務

に関する情報の記載を省略しております。
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貸借対照表
（単位：千円）

科 目 第49期
2026年3月31日現在

資産の部

流動資産 4,967,302

現金及び預金 1,479,178

売掛金 2,005,909

商品及び製品 23,404

仕掛品 3,188

原材料及び貯蔵品 20

預け金 928,952

その他 526,752

貸倒引当金 △ 104

固定資産 7,797,412

有形固定資産 19,729

建物及び構築物 11,978

工具、器具及び備品 3,942

その他 3,807

無形固定資産 8,739

投資その他の資産 7,768,943

投資有価証券 6,792,589

関係会社株式 14,850

破産更生債権等 173,309

繰延税金資産 723,785

その他 241,118

貸倒引当金 △ 176,709

資産合計 12,764,715

（単位：千円）

科 目 第49期
2026年3月31日現在

負債の部

流動負債 917,252

買掛金 10,260

営業未払金 358,808

未払法人税等 66,781

その他 481,401

負債合計 917,252

純資産の部

株主資本 12,180,091

資本金 2,669,000

資本剰余金 2,483,666

資本準備金 667,250

その他資本剰余金 1,816,416

利益剰余金 7,623,739

その他利益剰余金 7,623,739

繰越利益剰余金 7,623,739

自己株式 △ 596,313

評価・換算差額等 △ 332,629

その他有価証券評価差額金 △ 332,629

純資産合計 11,847,462

負債純資産合計 12,764,715
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損益計算書
（単位：千円）

科 目 第49期
2025年4月1日から2026年3月31日まで

売上高 5,560,631

売上原価 2,158,140

売上総利益 3,402,490

販売費及び一般管理費 3,339,545

営業利益 62,944

営業外収益

投資有価証券売却益 754,785

受取配当金 117,961

為替差益 103,088

その他 35,802 1,011,638

営業外費用

投資有価証券売却損 2,610

その他 295 2,905

経常利益 1,071,678

税引前当期純利益 1,071,678

法人税、住民税及び事業税 233,291

法人税等調整額 107,192 340,483

当期純利益 731,194
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株主資本等変動計算書

第49期（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計繰越利益剰余金

当期首残高 2,669,000 667,250 1,812,246 2,479,496 7,446,561 7,446,561

当期変動額

剰余金の配当 △ 554,017 △ 554,017

当期純利益 731,194 731,194

自己株式の取得

自己株式の処分 4,169 4,169
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当期変動額合計 ー ー 4,169 4,169 177,177 177,177
当期末残高 2,669,000 667,250 1,816,416 2,483,666 7,623,739 7,623,739

株主資本
評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本

合 計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等
合 計

当期首残高 △602,139 11,992,919 △25,676 △25,676 11,967,242

当期変動額

剰余金の配当 △ 554,017 △ 554,017

当期純利益 731,194 731,194

自己株式の取得 △0 △0 △0

自己株式の処分 5,826 9,996 9,996
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 306,952 △ 306,952 △ 306,952

当期変動額合計 5,825 187,172 △ 306,952 △ 306,952 △ 119,779

当期末残高 △ 596,313 12,180,091 △ 332,629 △ 332,629 11,847,462

2026年05月14日 11時15分 $FOLDER; 44ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



44

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
イ．子会社及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。
ロ．その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）によっております。
・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。

② 棚卸資産
・商品、製品、仕掛品及び貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定）によっております。
（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4
月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっており
ます。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 3〜50年
工具、器具及び備品 2〜15年

② 無形固定資産
・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

③ 長期前払費用 定額法によっております。
（3）引当金の計上基準

・貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計
算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。
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（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を

認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は、「デジタルコンテンツ」及び「ロイヤリティ」を主な事業としております。
①デジタルコンテンツ
デジタルコンテンツにおいては、個人ユーザーに対してスマートフォン向けゲームの提供やコンシューマーゲームのダウンロー

ド版を販売しております。これらのコンテンツの販売については、コンテンツの提供時点において顧客が当該コンテンツに対する
支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、当該コンテンツの提供時点で収益を認識しております。

②ロイヤリティ
ロイヤリティにおいては、主にライセンス利用者に対する、自社の知的財産のライセンスや他社の知的財産のサブライセンスを

行っております。ロイヤリティについては、コンテンツの提供時点において顧客が当該コンテンツに対する支配を獲得し、履行義
務が充足されると判断していることから、当該コンテンツの提供時点で収益を認識しております。

２．会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更
該当事項はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
損益計算書
前事業年度において、区分掲記して表示しておりました「有価証券利息」は重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「営業

外収益」の「その他」に含めて表示しております。
なお、当事業年度の「有価証券利息」は24,486千円であります。

前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取配当金」については、当事業年度において重要性が高
まったため、区分掲記しております。
なお、前事業年度の「受取配当金」は51,632千円であります。
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４．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 723,785千円

(2) 計算書類利用者の理解に資するその他の情報
① 算出方法
当社は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

② 主要な仮定
将来の課税所得の見積りは、事業計画を基礎としております。
事業計画の策定においては、提供するコンテンツが生み出す収益単価およびユーザー数または販売数、提供する時期について一

定の仮定をおいております。
③ 翌事業年度の計算書類に与える影響
主要な仮定である予測は、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の

時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。

５．貸借対照表に関する注記
（1）有形固定資産の減価償却累計額 185,214千円
（2）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権 158千円
② 短期金銭債務 76,531千円

（3）顧客との契約から生じる契約負債
流動負債「その他」のうち、契約負債の残高 173,831千円

（4）当社は、効率的な資金調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 500,000千円
借入の実行残高 ―千円

差引差額 500,000千円

６．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

（1）営業収益 ―千円
（2）営業費用 297,357千円
（3）営業取引以外の取引高 825千円
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７．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,016千株 2千株 9千株 1,009千株
（注）１．自己株式の増加は、譲渡制限付株式の無償取得2,886株及び単元未満株式の買取1株であります。

２．自己株式の減少は、取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少9,868株でありま
す。

８．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（2026年3月31日現在）
（繰延税金資産） （単位：千円）
研究開発費 498,566
有価証券 28,501
ソフトウェア 29,195
貸倒引当金 55,731
未払事業税 8,004
その他有価証券評価差額金 153,102
その他 77,001
繰延税金資産小計 850,103
評価性引当額 △126,317
繰延税金資産の純額 723,785

９．リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用してお

ります。
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10．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
（2）役員及び個人主要株主等

記載すべき重要な取引はありません。
（3）子会社等
種類 会社等

の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 株式会社
SoWhat

所有
直接

50.0％

ソフトウェアの
開発・運営委託
役員の兼任

ソフトウェアの
開発・運営委託 297,522 営業未払金 76,531

事務受託 600 未収入金 55

子会社
株式会社
imagineer
nexus

所有
直接

100.0％

マーケティング及
びコンテンツ事業

の調査委託

事務受託 225
未収入金 11

賃料 165
（注）ソフトウェアの開発・運営委託、マーケティング及びコンテンツ事業の調査委託、事務受託、賃料の取引価格は、市場価格を

勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

11．1株当たり情報に関する注記
（1）1株当たりの純資産額 1,229円11銭
（2）1株当たりの当期純利益 75円87銭

12．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

イ マ ジ ニ ア 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 浅 山 英 夫
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 吉 野 直 志

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、イマジニア株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日まで

の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イマジニ

ア株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
るために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を
許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

イ マ ジ ニ ア 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

東 陽 監 査 法 人
東京事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 浅 山 英 夫
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 吉 野 直 志

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、イマジニア株式会社の2025年４月１日から2026年３月31

日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書

類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監

査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ

る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計

算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告するこ

とが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての

判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を
許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書
2026年5月15日

イ マ ジ ニ ア 株 式 会 社
代表取締役社長 澄 岡 和 憲 殿

イマジニア株式会社 監査等委員会
監査等委員 荒 竹 純 一 ㊞
監査等委員 大 上 二三雄 ㊞

監査等委員 小 林 伸 行 ㊞

当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第49期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。
その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）の状況について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

（1）監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査グループとの連携の上、重要な会議に出席し、
取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情
報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

（2）会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計
審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変

動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められませ

ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

（注）監査等委員荒竹純一、大上二三雄及び小林伸行は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社外取締役であり

ます。

以 上
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事業年度の末日 3月31日

定時株主総会 毎年6月

定時株主総会の基準日 3月31日

配当金受領株主確定日 3月31日及び中間配当を行うときは9月30日

１単元の株式の数 100株
公告方法 電子公告

公告掲載URL https://www.imagineer.co.jp/
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告ができない場
合は、日本経済新聞に掲載します。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

（電話照会先） 電話 0120-782-031 （フリーダイヤル）

■ 住所変更、単元未満株式の買取・買
増等のお申し出先について
株主様の口座のある証券会社にお申し出く
ださい。
なお、証券会社に口座がないため特別口座
が開設されました株主様は、特別口座の口
座管理機関である三井住友信託銀行株式会
社にお申し出ください。

■ 未払い配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株
式会社にお申し出ください。

ホームページのご案内
当社ホームページでは、事業内容、企業情報など様々な情報を発信しております。「IR情報」のページでは最新

の決算概要資料や業績ハイライトなどを掲載しております。皆さまのアクセスをお待ちしております。

イマジニア：https://www.imagineer.co.jp/
imagineer nexus：https://www.imagineernexus.co.jp/
SoWhat：https://www.sowhat-inc.com/

お知らせ
決議の結果は、総会終了後、当社ホームページに掲載、又は臨時報告書で開示いたします。
決議通知は、お送りしませんので、ご了承くださいますようお願い申しあげます。
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ヒルトン東京

ベルサール新宿グランド
コンファレンスセンター
（住友不動産新宿グランドタワー内）

株主総会会場ご案内図

最寄り駅から会場までのアクセス

開催日時

開催場所

2026年６月19日（金）午前10時（受付開始午前9時）
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
住友不動産新宿グランドタワー５階
ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
TEL 050-3112-0919

交通機関のご案内

● お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

丸ノ内線 西新宿駅 １番出口 徒歩約４分
大江戸線 都庁前駅 Ｅ４出口 徒歩約８分

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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